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日
商
Ｐ
Ｃ
検
定
試
験
と
は
、

今
日
、
本
格
的
な
ネ
ッ
ト
社
会

を
迎
え
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ン
フ
ラ
と

し
て
定
着
し
、
企
業
に
お
い
て

は
パ
ソ
コ
ン
等
の
情
報
機
器
お

よ
び
こ
れ
に
つ
な
が
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
利
活
用
が
不
可
欠
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

　

こ
う
し
た
中
、
企
業
実
務
に

携
わ
る
人
材
と
し
て
、
パ
ソ
コ

ン
ソ
フ
ト
等
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス

文
書
の
作
成
能
力
や
業
務
デ
ー

タ
の
処
理
分
析
・
能
力
、
さ
ら

に
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
い
こ

な
す
事
務
能
力
や
情
報
収
集
・

発
信
能
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
。 

　

試
験
は
、
各
地
商
工
会
議
所

及
び
Ｐ
Ｃ
ス
ク
ー
ル
や
教
育
機

関
、
職
業
訓
練
校
な
ど
全
国
一

六
〇
〇
以
上
の
試
験
会
場
で
受

験
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
試
験
の

施
行
か
ら
採
点
、
合
否
判
定
を

行
う
ネ
ッ
ト
試
験
と
し
て
施
行

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
日
商
Ｐ
Ｃ
検
定
試
験
」

は
前
身
と
な
る
二
つ
の
検
定

　
「
日
本
語
文
書
処
理
技
能
検
定

試
験
」
と
「
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
ピ

ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
検
定
試
験
」
を

統
合
・
進
化
さ
せ
た
も
の
で
あ

り
、
両
検
定
試
験
あ
わ
せ
て
延

べ
三
八
〇
万
人
の
受
験
実
績
と

企
業
か
ら
の
高
い
信
頼
・
評
価

を
継
承
し
た
も
の
と
し
て
、
今

後
も
企
業
ニ
ー
ズ
に
十
分
応
え

ら
れ
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。　

 

　

な
お
、
試
験
は
、
主
と
し
て

ビ
ジ
ネ
ス
文
書
の
作
成
、
取
り

扱
い
を
問
う
「
日
商
Ｐ
Ｃ
検
定

試
験
（
文
書
作
成
）」
と
、
主
と

し
て
業
務
デ
ー
タ
の
活
用
、
取

り
扱
い
を
問
う
「
日
商
Ｐ
Ｃ
検

定
試
験
（
デ
ー
タ
活
用
）」
の

二
分
野
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
試
験
と
し
て
施
行
し
ま
す
。 

　

試
験
科
目
は
、「
文
書
作
成
」
、

　
「
デ
ー
タ
活
用
」
と
も
に
「
実

技
科
目
」
、
「
知
識
科
目
」
の
二

科
目
と
な
り
ま
す
（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉ

ｃ
除
く
）
。 

　

試
験
内
容
は
、
企
業
実
務
に

お
け
る
文
書
作
成
や
表
計
算
な

ど
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ

ト
の
利
活
用
能
力
を
問
う
と
と

も
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
下

に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
の
利
活
用
に
資

す
る
知
識
・
ス
キ
ル
を
問
う
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

市
内
で
の
受
験
は
、
フ
ェ
ニ

ッ
ク
ス
（
馬
門
町
二
〇
〇
四
―

五
）、
の
ば
ら
の
村
の
カ
ル
チ
ャ

ー
ハ
ウ
ス
（
堀
米
町
一
六
六
四
）
、

Ｊ
Ｏ
Ｙ
パ
ソ
コ
ン
ス
ク
ー
ル
佐

野
中
央
校
の
三
会
場
で
受
験
で

き
ま
す
。

　

検
定
試
験
に
関
し
詳
し
く
は
、

当
所
業
務
課
（

二
二
―
五
五

一
一
）
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。　
　
　
　
　
　
　

（
阿
部
）

　

栃
木
県
で
は
、
独
自
技
術
を

活
か
し
た
優
れ
た
新
商
品
で
、

新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
に
取

り
組
む
県
内
中
小
企
業
者
の
方

々
を
応
援
す
る
「
レ
ッ
ツ
Ｂ
ｕ

ｙ
と
ち
ぎ
」
の
認
定
商
品
の
募

集
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

認
定
さ
れ
た
新
商
品
は
、
県

の
各
機
関
へ
Ｐ
Ｒ
さ
れ
、
一
般

競
争
入
札
制
度
に
よ
ら
な
い
随

意
契
約
に
よ
る
納
品
が
可
能
と

な
る
と
と
も
に
、
Ｈ
Ｐ
や
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
、
展
示
会
等
の
他
、

同
様
な
商
品
認
定
制
度
を
実
施

し
て
い
る
県
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
り
県
内
は
も
ち
ろ
ん
全

国
に
も
商
品
の
情
報
が
発
信
さ

れ
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

　

六
月
十
七
日
（
水
）
ま
で

【
対
象
者
】

　

県
内
に
本
店
、
主
た
る
事
業

所
を
有
す
る
中
小
企
業
者
で
、

新
商
品
を
県
内
で
生
産
す
る
者

又
は
県
内
で
新
商
品
を
開
発
し

た
者

【
対
象
商
品
】

　

販
売
開
始
後
十
年
以
内
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
県
機

関
の
使
途
が
見
込
ま
れ
る
物

品　
（
医
薬
品
・
防
災
用
品
以
外

の
食
料
品
は
除
き
ま
す
）

○
経
営
革
新
計
画
等
に
基
づ
く

　

商
品

○
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
企
業
の
商
品

○
県
又
は　（
財
）
栃
木
県
産
業
振

　

興
セ
ン
タ
ー
の
支
援
を
受
け

　

て
い
る
又
は
受
け
た
商
品

○
市
町
村
が
推
薦
す
る
商
品

○
そ
の
他
知
事
が
認
め
る
商
品

【
認
定
期
間
】

　

認
定
の
日
か
ら
三
年
を
経
過

し
た
年
度
末
ま
で

【
応
募
方
法
】

　

県
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
申
請
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
六
月
十
七
日

（
水
）
ま
で
に
提
出
。

【
応
募
先
・
問
合
先
】

　

栃
木
県
産
業
労
働
観
光
部
産

業
政
策
課
産
業
振
興
担
当
（
宇

都
宮
市
塙
田
一
―
一
―
二
〇
）


〇
二
八
―
六
二
三
―
三
二
〇

三
。
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総
務
省
統
計
局
で
は
、
平
成

二
十
一
年
七
月
一
日
に
「
平
成

二
十
一
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基

礎
調
査
」
を
実
施
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基

づ
く
基
幹
統
計
調
査
と
し
て
、

事
業
所
及
び
企
業
の
活
動
の
状

態
を
調
査
し
、
我
が
国
に
お
け

る
産
業
構
造
を
包
括
的
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
、

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
事
業

所
・
企
業
統
計
調
査
や
サ
ー
ビ

ス
業
基
本
調
査
な
ど
の
大
規
模

統
計
調
査
を
統
合
し
て
実
施
す

る
も
の
で
す
。
調
査
は
、
全
国

す
べ
て
の
事
業
所
及
び
企
業
を

対
象
と
し
て
お
り
、
こ
の
結
果

に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
統
計

は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
経

済
政
策
や
雇
用
政
策
な
ど
の
各

種
行
政
施
策
の
基
礎
資
料
と
し

て
、
幅
広
く
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
調
査

の
趣
旨
・
必
要
性
を
ご
理
解
い

た
だ
き
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

栃
木
県
で
は
、
本
年
度
も
、

中
小
企
業
の
皆
様
に
夏
季
の
運

転
資
金
の
融
資
を
行
い
ま
す
。

【
融
資
対
象
者
】

　
　

県
内
に
一
年
以
上
事
業
所  

　

を
有
し
て
営
業
を
行
っ
て
い

　

る
中
小
企
業
及
び
事
業
協
同

　

組
合
等

【
資
金
使
途
】

　
　

商
品
仕
入
・
ボ
ー
ナ
ス
の

　

支
払
い
な
ど
の
季
節
的
な
運

　

転
資
金
。

【
融
資
額
】

　
　

企
業
が
一
千
万
以
内
、
団

　

体
が
一
億
円
以
内
。
利
率
は

　

年
二
％
以
内
（
保
証
付
責
任

　

共
有
制
対
象
外
の
場
合
は
一

　

・
五
％
以
内
、
保
証
付
責
任

　

共
有
制
対
象
の
場
合
は
一
・

　

七
％
以
内
）。

【
融
資
期
間
】

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二

　

日
ま
で
。

【
申
込
期
間
】

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十

　

一
日
ま
で
。

【
融
資
の
申
込
先
】

　
　

県
内
に
本
店
を
有
す
る
銀

　

行
・
信
用
金
庫
・
信
用
組
合

　

及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫
の

　

県
内
営
業
店
。

【
問
合
せ
先
】

　
　

取
扱
金
融
機
関
又
は
県
経

　

営
支
援
課
（

〇
二
八
―
六

　

二
三
―
三
一
八
一
）
ま
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
阿
部
）

新
商
品
の
販
路
拡
大
を

　

お
考
え
の
中
小
企
業
の
皆
様
へ

◎分析方法［景況動向指数（ＤＩ）による］
　景況指数は、好況・不況の差を指数にしたものであり、基準指数が「０」で上限限度は、＋100・－
100となり、プラスは景況の好転、マイナスは景況の悪化をあらわしている。

業況（商業・サービス業）
卸売業
その他の小売業（大型店含む）
サービス業

小売業（飲・食料品）
飲食店

　佐野市内の建設業・製造業・商業・サービス業290社を対象に調査した。

☆業況について

　全業種のＤＩ指数▲59.5、前期比8.8ポイント下落。
　業種別ＤＩ指数（上位５業種）
　　①小売業（飲・食料品）▲37.5ポイント②食品製造業▲44.3ポイント③その他の小売業
　　（大型店含む）▲48.6ポイント④建設業▲51.7ポイント⑤その他の製造業▲52.2ポイント

（平成21年１月～３月）
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業況（建設・設備業）
建設業 設備業
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佐野商工会議所景況調査

10.0

商工会議所の
ネット試験

「
読
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書
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パ
ソ
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協
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平
成
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年
経
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セ
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サ
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基
礎
調
査
の
実
施
に

　
　

 

関
す
る
協
力
に
つ
い
て

県制度融資

詳細については、最寄の労働局又はハローワークへお問い合わせください

雇用調整助成金制度の拡充について
～労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せします～

雇用調整助成金制度の拡充について
～労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せします～

◆助成金制度の拡充の概要◆
　景気の変動、産業構造の変化そ
の他の経済上の理由により事業活
動の縮小を余儀なくされた場合に
おいて、その雇用する労働者や役
務の提供を受けている派遣労働者
の雇用の安定を図るため、休業等
の実施により雇用調整助成金及び
中小企業緊急雇用安定助成金を受
給する事業主のうち、解雇等を行
わない事業主の助成率を上乗せし
ます。
◆支給手続き等◆
　通常の雇用調整助成金又は中小
企業緊急雇用安定助成金の受給手
続きに加え、支給申請書の提出時
に雇用維持事業主申告書を併せて
提出する事が必要です。
◆助成率上乗せ要件◆
　助成率は、以下の要件を満たし

た場合に上乗せします。
①判定基礎期間（賃金締切期間） 
　の末日における事業所労働者数
　が、比較期間（初回計画提出日
　の属する月の前月から遡った６
　か月間）の月平均事業所労働者
　数と比して４／５以上であること
②判定基礎期間（賃金締切期間）

　とその直前６か月の間に事業所

　労働者の解雇等（有期契約労働

　者の雇止め、派遣労働者の事業

　主都合による中途契約解除等を

　含む。）をしていないこと

◆助成率◆

　雇用調整助成金及び中小企業
緊急雇用安定助成金について、
それぞれ以下のとおり助成率を
上乗せします。

　　　　　　　　　     〔通常の助成率〕 〔上乗せ後〕
雇用調整助成金　　　　　　　２／３　 → 　３／４
中小企業緊急雇用安定助成金　４／５　 → 　９／10
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